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【投資者に対する注意事項】  

１ TOKYO PRO Marketは、特定投資家等を対象とした市場であり、その上場会社は、高い投資リス

クを含んでいる場合があります。投資者は、TOKYO PRO Marketの上場会社に適用される上場適格

性要件及び適時開示基準並びに市場価格の変動に関するリスクに留意し、自らの責任で投資を行

う必要があります。また、投資者は、発行者情報により公表された情報を慎重に検討した上で投

資判断を行う必要があります。特に、「第一部 第３ ４【事業等のリスク】」において公表さ

れた情報を慎重に検討する必要があります。 

２ 発行者情報を公表した発行者のその公表の時における役員（金融商品取引法（以下「法」とい

う。）第21条第１項第１号に規定する役員（取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又はこれ

らに準ずる者）をいう。）は、発行者情報のうちに重要な事項について虚偽の情報があり、又は

公表すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実に関する情報が欠け

ていたときは、法第27条の34において準用する法第22条の規定に基づき、当該有価証券を取得し

た者に対し、情報が虚偽であり又は欠けていることにより生じた損害を賠償する責任を負いま

す。ただし、当該有価証券を取得した者がその取得の申込みの際に、情報が虚偽であり、又は欠

けていることを知っていたときは、この限りではありません。また、当該役員は、情報が虚偽で

あり又は欠けていることを知らず、かつ、相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができな

かったことを証明したときは、上記賠償責任を負いません。 

３ TOKYO PRO Marketにおける取引所規則の枠組みは、基本的な部分において日本の一般的な取引

所金融商品市場に適用される取引所規則の枠組みと異なっています。すなわち、TOKYO PRO 

Marketにおいては、J-Adviserが重要な役割を担います。TOKYO PRO Marketの上場会社は、特定上

場有価証券に関する有価証券上場規程の特例（以下「特例」という。）に従って、各上場会社のた

めに行動するJ-Adviserを選任する必要があります。J-Adviserの役割には、上場適格性要件に関

する助言及び指導、並びに上場申請手続のマネジメントが含まれます。これらの点について、投

資者は、東京証券取引所のホームページ等に掲げられるTOKYO PRO Marketに係る諸規則に留意する

必要があります。 

４ 東京証券取引所は、発行者情報の内容（発行者情報に虚偽の情報があるか否か、又は公表すべ

き事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実に関する情報が欠けているか否かと

いう点を含みますが、これらに限られません。）について、何らの表明又は保証等をしておら

ず、前記賠償責任その他の一切の責任を負いません。 
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第一部【企業情報】 

 

第１【本国における法制等の概要】 

該当事項はありません。 
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第２【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

回次 
第 21期  
中間期 

第 22期  
中間期 

第20期 第21期 

決算年月 2024年６月 2025年６月  2023年12月  2024年12月 

売上高 （千円） 2,870,911 3,291,076 5,323,240 5,927,685 

経常利益 （千円） 114,620 108,312 174,032 218,658 

中間(当期)純利益 （千円） 79,427 75,729 114,788 153,295 

持分法を適用した場合の投資利益 （千円） - - - - 

資本金 （千円） 30,000 30,000 30,000 30,000 

発行済株式総数 （株） 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 

純資産額 （千円） 447,667 432,265 518,240 521,535 

総資産額 （千円） 1,730,260 2,341,314 1,664,229 2,217,229 

１株当たり純資産額 （円） 149.16 144.03 172.69 173.79 

１株当たり配当額 
（うち１株当たり中間配当額） 

（円） 
- 

 （-） 

- 

（-） 

50 

（-） 

55 

（-） 

１株当たり中間(当期)純利益金額 （円） 26.48 25.24 38.26 51.10 

潜在株式調整後１株当たり中間(当

期)純利益金額 
（円） - 22.32 - 45.18 

自己資本比率 （％） 25.1 18.5 31.1 23.5 

自己資本利益率 （％） 16.5 15.9 24.9 29.5 

株価収益率 （倍） - 26.9 - 13.3 

配当性向 （％） - - 130.7 107.6 

営業活動によるキャッシュ・フロー （千円） 144,817 △74,332 44,973 228,983 

投資活動によるキャッシュ・フロー （千円） △25,353 △136,368 △49,358 △272,256 

財務活動によるキャッシュ・フロー （千円） △151,968 8,832 △53,936 216,064 

現金及び現金同等物の中間期末(期

末)残高 
（千円） 724,950 728,376 757,454 930,245 

従業員数 （名） 1,126 1,304 1,053 1,187 

（注）１．第20期及び第21期中間期の株価収益率は当社株式が非上場であったため記載しておりません。 

２．第20期及び第21期中間期の潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益金額については、潜

在株式は存在するものの、当社株式は非上場であったため記載しておりません。 

３．従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は従業員数の100分の10未満であるため、記載を省

略しております。 

４．第20期の財務諸表及び第21期中間期の中間財務諸表については、株式会社東京証券取引所の

「特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例」第110条第５項の規定に基づき、第21

期の財務諸表については、「特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例」第128条第

３項の規定に基づき、監査法人A&Aパートナーズの監査を受けております。第22期中間期の中

間財務諸表については、特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例第128条第３項の

規定に基づき、監査法人A&Aパートナーズの期中レビューを受けております。 

５．当社には子会社がないため、中間連結財務諸表を作成しておりませんので、連結経営指標等

の推移については、記載しておりません。 
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６．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社が存在しないため、記載しておりま

せん。 

７. 第20期の１株当たり配当額は、20周年記念配当であり、第21期の１株当たり配当額は、１株

当たり55円（うち上場記念配当20円）であります。 
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２【事業の内容】 

当中間会計期間において、当社が営む事業の内容に重要な変更はありません。 

なお、ITスクール事業において、英国国立大学であるUniversity of Essexとの提携校となるSAK 

University 東京イノベーションキャンパスの開校を2025年秋に予定しています。同校ではコンピ

ュータサイエンスとAIエンジニアリングの専攻学科を有し、所定の評価要件を満たした学生に対し

てUniversity of Essexの学士号および卒業資格の他、大学院卒業資格を授与します。 

 

３【関係会社の状況】 

 該当事項はありません。 

 

４【従業員の状況】 

（１）発行者の状況 

2025年６月30日現在  

従業員数（名） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（千円） 

1,304 30.19 3年8カ月 3,979.9 

（注）従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は従業員数の100分の10未満であるため、記載を省略し

ております。 

 

（２）労働組合の状況 

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 
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第３【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

（１） 業績 

 当中間会計期間におけるわが国の経済は、緩やかな回復基調を維持しつつも、外部環境の不透明

感が企業活動に影響を及ぼす展開となりました。 

 特に、米国による関税政策の見直しは、日本企業にとって大きな懸念材料となりました。これに

より、輸出依存度の高い製造業を中心に収益性の低下やサプライチェーンの再構築を迫られる企業

が増加しています。 

 一方、国内では日銀による利上げが実施され、デフレ脱却への期待が高まる中、賃金上昇と物価

上昇の好循環が一部で見られました。ただし、個人消費の回復は限定的で、物価高による実質購買

力の低下が消費マインドを抑制しています。 

 このような経済状況のもと、当社の事業領域であるIT市場におきましては、企業のデジタルビジ

ネス化に向けたITシステムの移行や最新化、DX実装に向けた需要がいずれも活発化し市場は拡大し

ております。また、市場拡大に伴うIT人材不足の懸念は高まっており、より一層IT人材への需要は

高まっております。  

 
（ITスクール事業）  

法人からの研修受注が想定を下回ったことから、売上高は 112,821千円（前年同期比 83.8％）

にとどまりました。  

 

（人材ソリューション事業）  

採用競争の激化により、新卒者の確保に一時苦戦をしたものの、中途採用の強化により、技術

者数の積み上げを行うことができました。IT人材に対するニーズは引き続き旺盛であり、売上高

は、新規顧客の獲得、派遣条件の見直しにより 2,943,459 千円（前年同期比 112.8％）と好調裡に

推移しました。  

 

（コンテンツソリューション事業）  

ゲーム事業における大型案件の受託開発の増加により、売上高は 229,916千円（前年同期比 

186.0％）と高い成長となりました。  

  

この他、SAK University 東京イノベーションキャンパスの開校に向けた、準備のための費用の

支払いが生じております。 

以上の結果、売上高は 3,291,076 千円（前年同期比 114.6％）、営業利益 104,295千円（前年同

期比 95.6％）、経常利益 108,312 千円（前年同期比 94.5％）、中間純利益 75,729千円（前年同期

比 95.3％）となりました。 

  
（２） キャッシュ・フローの状況 

当中間会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ 

201,869千円減少し、当中間会計期間末には728,376千円となりました。 

当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動により使用した資金は、74,332千円となりました。これは主に、税引前中間純利益 

 108,312千円の計上及び賞与引当金の増加135,408千円があった一方で、契約資産の増加116,985千円、

未払金の減少100,549千円及び売上債権の増加80,129千円があったことによるものであります。 
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（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動により使用した資金は、136,368千円となりました。これは主に、有形固定資産の取得 

による支出79,397千円、敷金及び保証金の差入による支出42,396千円によるものであります。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動により獲得した資金は、8,832千円となりました。これは主に、短期借入金の純増に 

よる収入175,800千円及び配当金の支払165,000千円によるものであります。 

 

２【生産、受注及び販売の状況】 

（１）生産実績 

   当社の行う事業は提供するサービスの性質上、生産実績の記載になじまないため、記載を省略い 

たします。 

 

（２）受注状況 

当社はコンテンツソリューション事業において受注実績が存在するものの、金額的重要性が乏し 

いため、記載を省略いたします。 

 

（３）販売実績 

当中間会計期間における販売実績を事業ごとに示すと、次のとおりであります。 

事業の名称 販売高(千円) 前年同期比(％) 

ITスクール事業 112,821 83.8 

人材ソリューション事業 2,943,459 112.8 

コンテンツソリューション事業 229,916 186.0 

その他 4,879 166.6 

合計 3,291,076 114.6 

（注）１. その他は事業に属さない印税収入等となっております。 

２．主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合が10％未満のため、記載

を省略しております。 

 

 

３【対処すべき課題】 

当中間会計期間において、当社の経営方針及び対処すべき課題について、重要な変更はあり 

ません。 
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４【事業等のリスク】 

当中間会計期間において、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある新たな事業等のリスクの

発生又は 2025 年３月 28 日に提出した発行者情報に記載した「事業等のリスク」についての重要な変

更はありませんが、株式会社東京証券取引所が運営を行っております証券市場 TOKYO PRO Marketの上

場維持の前提となる契約に関し、以下に記載いたします。 

 

担当 J-Adviserとの契約解除に関する事項について 

（発生可能性：低、発生する可能性のある時期：特定時期なし、影響度：大） 

特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例第102条の定めにより、TOKYO PRO Market上場

企業は、東京証券取引所により認定を受けたいずれかの担当J-Adviserと、株式上場の適格性審査お

よび株式上場後の上場適格性を維持するための指導、助言、審査等の各種業務を委託する契約（以

下、「J-Adviser契約」とします。）を締結する義務があります。本発行者情報公表時点において、

当社がJ-Adviser契約を締結しているのは宝印刷株式会社（以下、「同社」とします。）であり、同

社とのJ-Adviser契約において当社は、下記の義務の履行が求められております。下記の義務の履行

を怠り、又はJ-Adviser契約に違反した場合、相手方は、相当の期間（特段の事情がない限り１か月）

を定めてその義務の履行又は違反の是正を書面で催告し、その催告期間内にその義務の履行又は違

反の是正がなされなかったときは、J-Adviser契約を解除することができる旨の定めがあります。ま

た、上記にかかわらず、当社及び同社は、両当事者による書面による合意又は相手方に対する１か

月前以上の書面による通知を行うことにより、いつでもJ-Adviser契約を解約することが出来る旨の

定めがあります。当社が同社より上記の解除にかかる催告期間中において、下記の義務の履行又は

違反の是正が果たせない場合、または同社に代わる担当J-Adviserを確保できない場合は、当社普通

株式のTOKYO PRO Market上場廃止につながる可能性があります。 

 

＜J-Adviser契約上の義務＞ 

・特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例第113条に定める上場適格性要件を継続的に満

たすこと 

・特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例及び特定上場有価証券に関する有価証券上場規

程の特例の施行規則に従い、投資者への適時適切な会社情報の開示に努めること 

・上場規程特例に定める上場会社及び新規上場申請者の義務を履行すること 

 

また、当社において下記の事象が発生した場合には、同社からの催告無でJ-Adviser契約を解除する

ことができるものと定められております。 

 

① 債務超過  

当社がその事業年度の末日に債務超過の状態である場合(上場後１年間において債務超過の状態とな 

 った場合を除く。）において、1 年以内(審査対象事業年度の末日の翌日から起算して１年を経過する日

(当該１年を経過する日が当社の事業年度の末日に当たらないときは、当該１年を経過する日の後最初に

到来する事業年度の末日)までの期間をいう。 

以下、本号において同じ。また「２年以内」も同様。)、債務超過の状態でなくならなかったとき。但

し、当社が法律の規定に基づく再生手続若しくは更生手続、産業競争力強化法(以下「産競法」 という。)

第２条第 22 項に規定する特定認証紛争解決手続に基づく事業再生(当該手続が実施された場合における 

産競法第 48 条に規定する特例の適用を受ける特定調停手続による場合も含む。)又は私的整理に関する

ガイドライン研究会による「私的整理に関するガイドライン」に基づく整理を行うことにより、当該１

年を経過した日から起算して１年以内に債務超過の状態でなくなることを計画している場合(同社が適

当と認める場合に限る。)には、２年以内に債務超過の状態でなくならなかったとき。なお、同社が適当

と認める場合に適合するかどうかの審査は、当社が審査対象事業年度に係る決算(上場会社が連結財務諸

表を作成すべき会社である場合には連結会計年度、連結財務諸表を作成すべき会社でない場合には 事業

年度に係る決算とする。)の内容を開示するまでの間において、再建計画(本号ただし書に定める１年以

内に 債務超過の状態でなくなるための経営計画を含む。)を公表している場合を対象とし当社が提出す

る当該再建計画並びに次のａ及びｂに定める書面に基づき行うものとする。 
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ａ 次の(a)から(ｃ)に定める書面 

(a) 法律の規定に基づく再生手続又は更生手続を行う場合  

当該再建計画が、再生計画又は更生計画として裁判所の認可を得ているものであることを証する書面 

(b) 産競法第２条第 22 項に規定する特定認証紛争解決手続に基づく事業再生(当該手続が実施された場

合における産競法第 48 条に規定する特例の適用を受ける特定調停手続による場合も含む。)を行う場

合  

当該再建計画が、当該手続にしたがって成立したものであることを証する書面  

(c) 私的整理に関するガイドライン研究会による「私的整理に関するガイドライン」に基づく整理を行

う場合  

当該再建計画が、当該ガイドラインにしたがって成立したものであることについて債権が記載した書

面  

ｂ 本号ただし書に定める１年以内に債務超過の状態でなくなるための経営計画の前提となった重要な事

項が、公認会計士等により検討されたものであることについて当該公認会計士等が記載した書面 

 

② 銀行取引の停止 

当社が発行した手形等が不渡りとなり銀行取引が停止された場合又は停止されることが確実となっ

た場合。 

 

③ 破産手続、再生手続又は更生手続  

当社が法律の規定に基づく会社の破産手続、再生手続若しくは更生手続を必要とするに至った場合

(当社が、法律に規定する破産手続、再生手続又は更生手続の原因があることにより、破産手続、再生

手続又は更生手続を必要と判断した場合)又はこれに準ずる状態になった場合。なお、これに準ずる状

態になった場合とは、次のａからｃまでに掲げる場合その他当社が法律の規定に基づく会社の破産手続、

再生手続又は更生手続を必要とするに至った場合に準ずる状態になったと同社が認めた場合をいうも

のとし、当該ａからｃまでに掲げる場合には当該ａからｃまでに定める日に本号前段に該当するものと

して取り扱う。 

 

 ａ  当社が債務超過又は支払不能に陥り又は陥るおそれがあるときなどで再建を目的としない法律に基

づかない整理を行う場合 

 当社から当該整理を行うことについての書面による報告を受けた日  

ｂ  当社が債務超過又は支払不能に陥り又は陥るおそれがあることなどにより事業活動の継続について

困難である旨又は断念する旨を取締役会等において決議又は決定した場合であって、事業の全部若し

くは大部分の譲渡又は解散について株主総会又は普通出資者総会に付議することの取締役会の決議を

行った場合 

 当社から当該事業の譲渡又は解散に関する取締役会の決議についての書面による報告を受けた日 

ｃ  当社が、財政状態の改善のために、債権者による債務の免除又は第三者による債務の引受若しくは

弁済に関する合意を当該債権者又は第三者と行った場合(当該債務の免除の額又は債務の引受若しく

は弁済の額が直前事業年度の末日における債務の総額の 100 分の 10 に相当する額以上である場合に

限る。) 

 当社から当該合意を行ったことについての書面による報告を受けた日 

 

 ④ 前号に該当することとなった場合においても、当社が次のａからｃまでに該当する再建計画の開示を

行った場合には、原則として本契約の解除は行わないものとする。 

 ａ  次の(a)又は(b)に定める場合に従い、当該(a)又は(b)に定める事項に該当すること。 

 (a) 当社が法律の規定に基づく再生手続又は更生手続を必要とするに至った場合  

当該再建計画が、再生計画又は更生計画として裁判所の認可を得られる見込みがあるものであること。 

   (b) 当社が前号ｃに規定する合意を行った場合 

当該再建計画が、前号ｃに規定する債権者又は第三者の合意を得ているものであること。 

 ｂ 当該再建計画に次の(a)及び(b)に掲げる事項が記載されていること。 

(a) TOKYO PRO Marketに上場する有価証券の全部を消却するものでないこと。 

(b) 前ａの(a)に規定する見込みがある旨及びその理由又は同(b)に規定する合意がなされていること

及びそれを証する内容  
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ｃ 当該再建計画に上場廃止の原因となる事項が記載されているなど公益又は投資者保護の観点から適当

でないと認められるものでないこと。 

 

 

⑤ 事業活動の停止 

当社が事業活動を停止した場合(当社の事業活動が停止されたと同社が認めた場合)又はこれに準ず

る状態になった場合。なお、これに準ずる状態になった場合とは、次のａからｃまでに掲げる場合その

他当社が事業活動を停止した場合に準ずる状態になった場合と同社が認めた場合をいうものとし、当該

ａからｃまでに掲げる場合には当該ａからｃまでに掲げる日に同号に該当するものとして取り扱う。 

ａ  当社が、合併により解散する場合のうち、合併に際して当社の株主に対してその株券等に代わる財産

の全部又は一部として次の(a)又は(b)に該当する株券等を交付する場合は、原則として、合併がその効

力を生ずる日の３日前(休業日を除外する。)の日 

(a) TOKYO PRO Marketの上場株券等 

(b) 特例第 132条の規定の適用を受け、速やかに TOKYO PRO Market に上場される見込みのある株券等 

ｂ  当社が、前ａに規定する合併以外の合併により解散する場合は、当社から当該合併に関する株主総会

(普通出資者総会を含む。)の決議についての書面による報告を受けた日(当該合併について株主総会の

決議による承認を要しない場合には、取締役会の決議についての書面による報告を受けた日 

ｃ 当社が、ａ及び前ｂに規定する事由以外の事由により解散する場合(本条第３号ｂの規定の適用を受け

る場合を除く。)は、当社から当該解散の原因となる事由が発生した旨の書面による報告を受けた日 

 

⑥ 不適当な合併等  

当社が非上場会社の吸収合併又はこれに類するもの(ⅰ 非上場会社を完全子会社とする株式交換、ⅰ

の２非上場会社を子会社とする株式交付、ⅱ 会社分割による非上場会社からの事業の承継、ⅲ 非上場

会社からの事業の譲受け、ⅳ 会社分割による他の者への事業の承継、ⅴ他の者への事業の譲渡、ⅵ非上

場会社との業務上の提携、ⅶ 第三者割当による株式若しくは優先出資の割当て、ⅷ その他非上場会社

の吸収合併又はⅰからⅶまでと同等の効果をもたらすと認められる行為)で定める行為(以下本号におい

て「吸収合併等」という。)を行った場合に、当社が実質的な存続会社でないと同社が認めた場合。 

 

⑦ 支配株主との取引の健全性の毀損  

第三者割当により当社の支配株主(当社の親会社又は当社の議決権の過半数を直接若しくは間接に保

有する者)が異動した場合(当該割当により交付された募集株式等の転換又は行使により支配株主が異動

する見込みがある場合を含む)において、支配株主との取引に関する健全性が著しく毀損されていると同

社が認めるとき。 

 

⑧ 発行者情報等の提出遅延  

当社が提出の義務を有する特定証券情報、発行者情報又は有価証券報告書等につき、特例及び法令に

定める期間内に提出しなかった場合で、同社がその遅延理由が適切でないと判断した場合。 

 

⑨ 虚偽記載又は不適正意見等  

次のａ又はｂに該当する場合  

ａ 当社が開示書類等に虚偽記載を行い、かつ、その影響が重大であると同社が認める場合  

ｂ 当社の財務諸表等に添付される監査報告書等において、公認会計士等によって、監査報告書について

は「不適正意見」又は「意見の表明をしない」旨(天災地変等、上場会社の責めに帰すべからざる事

由によるものである場合を除く。)が記載され、かつ、その影響が重大であると同社が認める場合。 

 

⑩ 法令違反及び上場契約違反等  

当社が重大な法令違反又は特例に関する重大な違反を行った場合。 

 

⑪ 株式事務代行機関への委託  

当社が株式事務を特例で定める株式事務代行機関に委託しないこととなった場合又は委託しないこと

となることが確実となった場合。 
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⑫ 株式の譲渡制限  

当社が TOKYO PRO Marketに上場する株式の譲渡につき制限を行うこととした場合。 

 

⑬ 完全子会社化  

当社が株式交換又は株式移転により他の会社の完全子会社となる場合。 

 

⑭ 指定振替機関における取扱い  

当社が発行する株券が指定振替機関の振替業における取扱いの対象とならないこととなった場合。 

 

⑮ 株主の権利の不当な制限  

当社が次のａから g までのいずれかに掲げる行為を行っている場合において、株主の権利内容及びそ

の行使が不当に制限されていると同社が認めた場合その他株主の権利内容及びその行使が不当に制限さ

れていると同社が認めた場合をいう。 

 ａ 買収者以外の株主であることを行使又は割当ての条件とする新株予約権を株主割当て等の形で発行

する買収への対抗措置(以下「ライツプラン」という。)のうち、行使価額が株式の時価より著しく低

い新株予約権を導入時点の株主等に対し割り当てておくものの導入(実質的に買収への対抗措置の発

動の時点の株主に割り当てるために、導入時点において暫定的に特定の者に割り当てておく場合を除

く。)  

ｂ ライツプランのうち、株主総会で取締役の過半数の交代が決議された場合においても、なお廃止又

は不発動とすることができないものの導入。  

ｃ 拒否権付種類株式のうち、取締役の過半数の選解任その他の重要な事項について種類株主総会の決

議を要する旨の定めがなされたものの発行に係る決議又は決定(持株会社である当社の主要な事業を

行っている子会社が拒否権付種類株式又は取締役選任権付種類株式を当社以外の者を割当先として

発行する場合において、当該種類株式の発行が当社に対する買収の実現を困難にする方策であると同

社が認めるときは、当社が重要な事項について種類株主総会の決議を要する旨の定めがなされた拒否

権付種類株式を発行するものとして取り扱う。)。 

ｄ TOKYO PRO Marketに上場している株券について、株主総会において議決権を行使することができる

事項のうち取締役の過半数の選解任その他の重要な事項について制限のある種類の株式への変更に

係る決議又は決定。 

 ｅ TOKYO PRO Marketに上場している株券より議決権の多い株式(取締役の選解任その他の重要な事項

について株主総会において一個の議決権を行使することができる数の株式に係る剰余金の配当請求

権その他の経済的利益を受ける権利の価額等が TOKYO PRO Marketに上場している株券より低い株式

をいう。)の発行に係る決議又は決定。  

ｆ 議決権の比率が 300％を超える第三者割当に係る決議又は決定。 

   ｇ 株主総会における議決権を失う株主が生じることとなる株式併合その他同等の効果をもたらす行為

に係る決議又は決定。 

 

⑯ 全部取得  

当社が TOKYO PRO Marketに上場している株券に係る株式の全部を取得する場合。 

 

⑰ 株式等売渡請求による取得 

特別支配株主が当社の銘柄に係る株式の全部を取得する場合 

 

⑱ 株式併合 

   当社が特定の者以外の株主の所有するすべての株式を１株に満たない端数となる割合で株式併合を

行う場合 

 

⑲ 反社会的勢力の関与  

当社が反社会的勢力の関与を受けている事実が判明した場合において、その実態が TOKYO PRO Market

の市場に対する株主及び投資者の信頼を著しく毀損したと同社が認めるとき。 
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⑳ その他  

前各号のほか、公益又は投資者保護のため、同社若しくは東証が上場廃止を適当と認めた場合。この

ほか、株主総会の特別決議を経て、当社が東証へ「上場廃止申請書」を提出した場合にも上場廃止とな

ります。  

   なお、本書公表日現在において、担当J-Adviser 契約の解約につながる可能性のある要因は発生し 

ておりません。 
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５【経営上の重要な契約等】 

提携契約 
契約締結先 国名 契約締結日 契約期間 契約内容 

University of 

Essex 

英国 2025 年 5 月 22 日 2025 年５月 22 日 から 

2030 年９月 30 日 まで 

・所定の評価要件を満たした学

生に対する University of 

Essex の学位の授与 

・マーケティングのための

University of Essex の商標使

用 

・学生数に応じた学生登録料の

支払い 

 

 
６【研究開発活動】 

該当事項はありません。 

 

７【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 

文中の将来に関する事項は、当中間会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。 

   

（１）重要な会計方針及び見積り 

当社の中間財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して

作成されております。この中間財務諸表の作成において、会計方針の選択・適用及び損益又は資産

の状況に影響を与える見積りの判断は、一定の会計基準の範囲内において、過去の実績や判断時点

で入手可能な情報に基づき合理的に行っておりますが、見積りには不確実性が伴うため、実際の結

果は、これらの見積りとは異なる場合があります。 
 

（２）財政状態の分析 

（流動資産） 

当中間会計期間末における流動資産の残高は1,739,726千円で、前事業年度末に比べ2,837

千円増加しております。これは主に売掛金の増加80,129千円、契約資産の増加116,985千円及

び現預金の減少201,869千円によるものであります。 

 

（固定資産） 

当中間会計期間末における固定資産の残高は601,587千円で、前事業年度末に比べ121,247

千円増加しております。これは主に社宅建設のための建設仮勘定の計上75,800千円、SAK 

University 東京イノベーションキャンパス用賃貸物件等の敷金の計上42,396千円によるも

のであります。 

 

（流動負債） 

当中間会計期間末における流動負債の残高は1,874,649千円で、前事業年度末に比べ

215,323千円増加しております。これは主に短期借入金の増加175,800千円、賞与引当金の増

加135,408千円及び未払金の減少100,549千円によるものであります。 

 

（固定負債） 

当中間会計期間末における固定負債の残高は34,400千円で、前事業年度末に比べ1,968千円

減少しております。これは長期借入金の減少によるものであります。 
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（純資産） 

当中間会計期間末における純資産の残高は432,265千円で、前事業年度末に比べ89,270千

円減少しております。これは主に剰余金の配当165,000千円、中間純利益の計上75,729千円

によるものであります。 

 

 

（３）経営成績の分析 

「第３【事業の状況】 １【業績等の概要】（１）業績」に記載のとおりであります。 

 

 

（４）経営成績に重要な影響を与える要因について 

「第３【事業の状況】 ４【事業等のリスク】」に記載のとおりであります。 

 

 

（５）キャッシュ・フローの分析 

 「第３【事業の状況】 １【業績等の概要】（２）キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりで

あります。 

 

（６）経営者の問題認識と今後の方針について 

   「第３【事業の状況】３【対処すべき課題】」に記載のとおりであります。 
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第４【設備の状況】 

 

１【主要な設備の状況】 

当中間会計期間に著しい変動があった主要な設備は、社宅の建設等に伴う「建設仮勘定」の増加

であります。 
        2025年６月30日現在 

事業所名 
(所在地) 

事業の名称 設備の内容 

帳簿価額(千円) 
従業 
員数 
(人) 建物 

（千円） 

機械及び 
装置 

（千円） 

工具、器具 
及び備品 
（千円） 

土地 
（千円） 
(面積㎡) 

 
その他 
（千円） 

合計 
（千円） 

社宅 
（東京都板橋区） 

全社（共通） 厚生施設他 － － － 
70,014 

（220.10） 
27,600 97,614 － 

社宅 
（東京都板橋区） 

全社（共通） 厚生施設他 － － － 
148,781 

（256.74） 
48,200 196,981 － 

（注）帳簿価額のうち「その他」は、建設仮勘定であります。 

 

２【設備の新設、除却等の計画】 

（新設計画）                                 2025年８月31日現在 

設備名 

（所在地） 
事業の名称 設備の内容 

投資予定額（千円） 
資金調達方

法 

着手及び完成予定 

総額 
既投資額 

（注）１ 
着工年月 完成年月 

社宅２棟 

(板橋区) 
全社（共通） 厚生施設他 465,721 287,704 銀行借入 2025年５月 2026年４月 

品川天王洲 

本校キャンパス 

IT ス ク ー ル

事業 
大学キャンパス 117,802 58,848 自己資金 2025年８月 2025年９月 

（注）１.既投資額は、社宅の用地取得額および建設仮勘定287,704千円、品川天王洲本校キャンパ

スの建設仮勘定および前渡金58,848千円であります。 

    ２.上記の投資予定額には、資産計上されず費用処理される可能性のある部分を含んでおり

ます。 

 



 

－17－ 

 

第５【発行者の状況】 

１【株式等の状況】 

（１）【株式の総数等】 

記名・無記名

の別、額面・

無 額 面 の 別

及び種類 

発行可能株

式総数 

未発行 

株式数 

中間会計期間

末現在発行数 

(2025年６月30

日） 

公表日現在発

行数 

(2025年９月17

日) 

上場金融商

品取引所名

又は登録認

可金融商品

取引業協会

名 

内容 

  

普通株式 12,000,000 9,000,000 3,000,000 3,000,000 

東京証券取
引所 

(TOKYO PRO 

 Market) 

単元 

株式数 

100株 

計 12,000,000 9,000,000 3,000,000 3,000,000 ― ― 

(注) 未発行株式数には新株予約権の行使により発行される予定の普通株式420,364株が含まれておりま

す。 

（２）【新株予約権等の状況】 

第１回新株予約権（2021年11月30日臨時株主総会決議、2021年11月30日取締役会決議） 

区分 
中間会計期間末現在 

（2025年６月30日） 

公表日の前月末現在 

（2025年８月31日） 

新株予約権の数(個) 274,533 274,533 

新株予約権のうち自己新株予約

権の数(個) 

3,668 4,169 

新株予約権の目的となる株式の

種類 

普通株式 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の

数(株) 

274,533（注）１ 274,533（注）１ 

新株予約権の行使時の払込金額

(円) 

50（注）２ 50（注）２ 

新株予約権の行使期間 2023年12月１日～2031年11月

30日 

2023年12月１日～2031年11月

30日 

新株予約権の行使により株式を

発行する場合の株式の発行価格

及び資本組入額(円) 

発行価格  50 

資本組入額 25 

発行価格  50 

資本組入額 25 

新株予約権の行使の条件 （注）３ （注）３ 

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡により取得す

るには、当社取締役会の承認を

要するものとする。 

新株予約権を譲渡により取得す

るには、当社取締役会の承認を

要するものとする。 

代用払込みに関する事項 － － 

組織再編成行為に伴う新株予約

権の交付に関する事項 

（注）５ （注）５ 

（注）１．新株予約権１個の目的である株式の数は１株とする。 
なお、割当日後、当社が株式の分割（株式の無償割当てを含む。以下同じ。）または株式の併合

を行う場合、次の算式により目的である株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整

は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数について

のみ行われ、調整の結果１株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 
調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社

が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は、
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合併比率等に応じ必要と認める株式数の調整を行うことができる。 
２．下記の各事由が生じたときは、当社は必要と認める行使価額の調整を行うことができるものとし、

下記の各算式により調整された行使価額に新株予約権１個当たりの目的である株式の数を乗じ

た額とする。なお、調整後の行使価額は、１円未満の端数を切り上げる。 
ⅰ当社が株式分割または株式併合を行う場合 

調整後行使価

額 ＝ 調整前行使価

額 × 1 
分割・併合の比率 

ⅱ当社が時価を下回る価額で募集株式の発行または自己株式の処分（株式の無償割当てによる株

式の発行および自己株式を交付する場合を含み、新株予約権（新株予約権付社債も含む。）の行

使による場合および当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く。）を行う場合 

    
既発行株式数＋ 

新規発行株式数×１株当たり

払込金額 
調整後行使価

額 ＝ 調整前行使価

額 × 募集株式発行前の株価 
既発行株式数＋新規発行株式数 

ただし、算式中の既発行株式数は、上記の株式の発行の効力発生日前日における当社の発行

済株式総数から、当該時点における当社の保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株

式の処分を行う場合、新規発行株式数を処分する自己株式の数、募集株式発行前の株価を自

己株式処分前の株価にそれぞれ読み替えるものとする。また、算式中の募集株式発行前の株

価は、当社株式に市場価格がない場合、調整前行使価額とし、当社株式に市場価格がある場

合、直前の当社優先市場における最終取引価格とする。 
ⅲ当社が吸収合併存続会社となる吸収合併を行う場合、当社が吸収分割承継会社となる吸収分割

を行う場合、または当社が完全親会社となる株式交換を行う場合、その他これらの場合に準じ

て行使価額の調整を必要とする場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行うことができる。 
３．新株予約権の行使の条件 

ⅰ新株予約権の割当てを受けた者（以下、「新株予約権者」という。）は、権利行使時においても、

当社または当社子会社の取締役、監査役および従業員の地位にあることを要するものとする。 
ⅱ新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めるものとする。 

４．新株予約権の取得の条件 
ⅰ当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書、または当社が分

割会社となる会社分割についての分割計画書・分割契約書について株主総会の承認（株主総会

の承認を要しない会社分割の場合は取締役会決議）がなされたとき、ならびに株式移転の議案

につき株主総会の決議がなされたときは、当社は新株予約権の全部を無償にて取得することが

できる。 
ⅱ新株予約権者が、（注）３．ⅰ、ⅱに定める規定に基づく新株予約権の行使の条件を満たさず、

新株予約権を行使できなくなった場合は、当社はその新株予約権を無償にて取得することがで

きる。 
５．組織再編時の取扱い 

組織再編に際して定める契約書または計画書等の条件に従って、以下に定める株式会社の新株

予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社

の新株予約権を交付するものとする。 
ⅰ合併（当社が消滅する場合に限る。） 
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社 

ⅱ吸収分割 
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式 
会社 

ⅲ新設分割 
新設分割により設立する株式会社 

ⅳ株式交換 
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社 

ⅴ株式移転 
株式移転により設立する株式会社 

６．付与対象者の退職により、本書公表日の前月末現在における付与対象者の区分及び人数は、当社

取締役５名、当社従業員 350名となっております。 
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第２回新株予約権（2021年12月21日臨時株主総会決議、2021年12月20日取締役会決議） 

当社は時価発行新株予約権信託を活用したインセンティブ・プランを導入しております。 

区分 
中間会計期間末現在 

（2025年６月30日） 

公表日の前月末現在 

（2025年８月31日） 

新株予約権の数(個) 150,000 150,000 

新株予約権のうち自己新株予

約権の数(個) 

- - 

新株予約権の目的となる株式

の種類 

普通株式 普通株式 

新株予約権の目的となる株式

の数(株) 

150,000（注）１ 150,000（注）１ 

新株予約権の行使時の払込金

額(円) 

50（注）２ 50（注）２ 

新株予約権の行使期間 2021年12月23日～2036年12月

22日 

2021年12月23日～2036年12月

22日 

新株予約権の行使により株式

を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額(円) 

発行価格  50 

資本組入額 25 

発行価格  50 

資本組入額 25 

新株予約権の行使の条件 （注）３ （注）３ 

新株予約権の譲渡に関する事

項 

新株予約権を譲渡により取得す

るには、当社取締役会の承認を

要するものとする。 

新株予約権を譲渡により取得す

るには、当社取締役会の承認を

要するものとする。 

代用払込みに関する事項 － － 

組織再編成行為に伴う新株予

約権の交付に関する事項 

（注）５ （注）５ 

（注）１．新株予約権１個の目的である株式の数は１株とする。 
なお、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。）または株式

併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約

権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、

調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 
調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割（または併合）の比率 
また、割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場

合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整

されるものとする。 
２．割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整

による１円未満の端数は切り上げる。 

調整後行使価

額 ＝ 調整前行使価

額 × 
1 

分割（または併合）の比

率 
また、割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の

処分を行う場合（新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換及

び株式交付による自己株式の移転の場合を除く。）、次の算式により行使価額を調整し、調整に

よる１円未満の端数は切り上げる。 

    
既発行株式数＋ 

新規発行株式数×１株あたり

払込金額 

調整後行使価

額 ＝ 調整前行使価

額 × 
新規発行前の１株あたりの時

価 
既発行株式数＋新規発行株式数 

 
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当
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社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処

分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。 
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う

場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な

範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。 
 

３．新株予約権の行使の条件 
ⅰ新株予約権者は、本新株予約権の割当日から行使期間の満了日までにおいて、次に掲げる事由

のいずれかが生じた場合には、残存するすべての本新株予約権を行使することができないもの

とする。 
（a）50 円（ただし、上記（注）２．において定められた行使価額同様に適切に調整されるもの

とする）を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われたとき（ただし、払込金額

が会社法第 199 条第３項・同第 200 条第２項に定める「特に有利な金額である場合」および

普通株式の株価とは異なると認められる価格である場合ならびに当該株式の発行等が株主割

当てによる場合等を除く。）。 
（b）50 円（ただし、上記（注）２．において定められた行使価額同様に適切に調整されるもの

とする）を下回る価格を行使価額とする新株予約権の発行が行われたとき（ただし、当該行使

価額が当該新株予約権の発行時点における当社普通株式の株価と異なる価格に設定されて発

行された場合を除く。）。 
（c）本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場さ

れていない場合、50 円（ただし、上記（注）２．において定められた行使価額同様に適切に調

整されるものとする）を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき（ただし、

当該取引時点における株価よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除

く。）。 
（d）本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場さ

れた場合、上場日以降、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が 50 円

（ただし、上記（注）２．において定められた行使価額同様に適切に調整されるものとする）

を下回る価格となったとき。 
ⅱ本新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時において、当社または当社の子会社もしくは関

連会社の取締役、監査役、従業員もしくは顧問、業務委託契約先等の社外協力者であることを

要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認め

た場合は、この限りではない。 
ⅲ本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使を認める。 
ⅳ本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を

超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 
ⅴ各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。 
 

４．新株予約権の取得の条件 
ⅰ当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは

分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約、株式交付計画もしくは株式移転計画

について株主総会の承認（株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議）がなされた場合

は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得

することができる。ただし、当社と契約関係にある信託会社が本新株予約権者である場合には

この限りではない。 
ⅱ新株予約権者が権利行使をする前に、上記（注）３．に定める規定により本新株予約権の行使

ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。ただし、当社と

契約関係にある信託会社が本新株予約権者である場合にはこの限りではない。 
 

５．組織再編時の取扱い 
当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換また

は株式移転（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）を行う場合において、組織再編

行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236 条第１項第８

号イからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条
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件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予

約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換

契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 
ⅰ交付する再編対象会社の新株予約権の数 
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。 

ⅱ新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 
再編対象会社の普通株式とする。 

ⅲ新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記（注）１．に準じて決定する。 

ⅳ新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘

案のうえ、上記（注）２．で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記

（注）５．ⅲに従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じ

た額とする。 
ⅴ新株予約権を行使することができる期間 
行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日まで

とする。 
ⅵ新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関す

る事項 
上表に準じて決定する。 

ⅶ譲渡による新株予約権の取得の制限 
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものと 
する。 

ⅷその他新株予約権の行使の条件 
上記（注）３．に準じて決定する。 

ⅸ新株予約権の取得事由及び条件 
上記（注）４．に準じて決定する。 

ⅹその他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。 
 

６．当社は、ストックオプション制度に準じた制度として、第２回新株予約権を発行しております。

当社の企業価値の増大を図るため当社及び当社子会社並びに関連会社の取締役、監査役、従業員、

業務委託契約先等の社外協力者向けのインセンティブ・プランを導入することを目的として、

2021 年 12月 21日開催の臨時株主総会に基づき、2021年 12月 22日付でコタエル信託株式会社

を受託者として「時価発行新株予約権信託」（以下「本信託」という。）を設定しております。本

信託に基づき、藤正幸は受託者に資金を信託し、当社は 2021年 12月 23日にコタエル信託株式

会社に対して第２回新株予約権を発行しております。 

本信託は、当社の現在及び将来の役職員等に対して、その功績に応じて、現在の役職員に対し

て、将来の功績評価をもとにインセンティブ分配の多寡を決定することを可能とするとともに、

将来採用された役職員に対しても、関与時期によって過度に差が生じることなく同様の基準に

従ってインセンティブを分配することを可能とするものであります。第２回新株予約権の分配

を受けた者は、当該新株予約権の発行要領及び取り扱いに関する契約の内容に従って、当該新株

予約権を行使することができます。 
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本信託の概要は以下のとおりであります。 
名称 時価発行新株予約権信託 

委託者 藤 正幸 

受託者 コタエル信託株式会社 

信託契約日（信託契約開始日） 2021年 12月 22日 

信託の新株予約権数 150,000 個 

信託期間満了日（交付基準日） 受益者指定権が行使された日 

信託の目的 第２回新株予約権 150,000個 

受益者適格要件 

受益者指定権者が受益者指定日に受益候補者の中

から受益者として指定した者。なお、受益候補者は、

発行会社及びその子会社・関連会社における、取締

役、監査役及び従業員並びに顧問及び業務委託先

（但し、いかなる場合にも、①委託者が個人の場合、

委託者及びその親族並びにこれらの者を実質的支

配者とする法人や組合を含まない、②委託者が法人

の場合、委託者並びに委託者の実質的支配者及びそ

の親族を含まない、③委託者が個人または法人のい

ずれの場合にも発行会社含まない）並びに、時価発

行新株予約権契約の定めに基づき新たに設定され

た他の時価発行新株予約権信託における受託者と

してのコタエル信託株式会社 
 

 

（３）【ＭＳＣＢ等の行使状況等】 

該当事項はありません。 
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（４）【ライツプランの内容】 

該当事項はありません。 

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】 

年月日 

発行済株式

総数増減数

（株） 

発行済株式

総数残高

（株） 

資本金増減額

（千円） 

資本金残高

（千円） 

資本準備

金増減額

（千円） 

資本準備

金残高

（千円） 

2025年６月 30日 － 3,000,000 － 30,000 － － 
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（６）【大株主の状況】 

 2025年６月30日現在 

氏名又は名称 住所 
所有株式数 

(株) 

発行済株式の総
数に対する所有
株式数の割合 

（％） 

藤 正幸 東京都文京区 1,989,900 66.33 

株式会社藤ホールディングス 東京都文京区小石川一丁目 14番３ 1,010,000 33.67 

シーアールエス株式会社 
東京都新宿区新宿１-14-５  

新宿 KM ビル３F 
100 0.00 

計 － 3,000,000 100.00 

（注）発行済株式の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しております。 

 

（７）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

         2025年６月30日現在 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式 

（自己株式等） 
― ― ― 

議決権制限株式 

（その他） 
― ― ― 

完全議決権株式 

（自己株式等） 
― ― ― 

完全議決権株式 

（その他） 

普通株式 

3,000,000 
30,000 

完全議決権株式であ

り、権利内容に何ら限

定のない当社における

標準となる株式です。

なお、単元株式数は100

株です。 

単元未満株式 ― ― ― 

発行済株式総数 3,000,000 ― ― 

総株主の議決権 ― 30,000 ― 

 

②【自己株式等】 

該当事項はありません。 
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２【株価の推移】 

（１）【最近３年間の事業年度別最高・最低株価】 

回次 第 19期 第 20期 第 21期 

決算年月 2022 年 12月 2023年 12月 2024年 12月 

最高(円) － － 680 

最低(円) － － 680 

（注）１．最高・最低株価は、東京証券取引所 TOKYO PRO Marketにおけるものであります。 

２．当社は、2024年 12月 19日付けで東京証券取引所 TOKYO PRO Market に上場しておりますので、

第 19期及び第 20期については該当事項はありません。 

 

（２）【最近６月間の月別最高・最低株価】 

月別 2025 年１月 2025 年２月 2025 年３月 2025 年４月 2025 年５月 2025 年６月 

最高(円) － － － － － － 

最低(円) － － － － － － 

（注）１．最高・最低株価は東京証券取引所 TOKYO PRO Marketにおけるものであります。 

２．最近６月間において、売買実績がないため記載しておりません。  

 

３【役員の状況】 

前事業年度の発行者情報公表後、当中間発行者情報公表日までにおいて役員の異動はありません。 
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第６【経理の状況】 

 

１．中間財務諸表の作成方法について 

（１）当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38年大蔵省令

第 59号）に基づいて作成しております。 

（２）当社の中間財務諸表は、株式会社東京証券取引所の「特定上場有価証券に関する有価証券上場規程

の特例の施行規則」第 116 条第３項で認められた会計基準のうち、我が国において一般に公正妥当と

認められる企業会計の基準に準拠して作成しております。 

 

２．監査証明について 

当社は、株式会社東京証券取引所の「特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例」第 128 条

第３項の規定に基づき、当中間会計期間（2025年１月１日から 2025年６月 30日まで）の中間財務諸表

について、監査法人 A&Aパートナーズにより期中レビューを受けております。 

 

３．中間連結財務諸表について 

当社は子会社がありませんので、中間連結財務諸表を作成しておりません。 
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１【中間財務諸表等】 

（１）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

                                   (単位：千円) 

 
前事業年度 

(2024年12月31日) 
当中間会計期間 
(2025年６月30日) 

資産の部   

  流動資産   

    現金及び預金 935,246 733,379 

    売掛金 676,770 756,900 

  契約資産 45,692 162,677 

    貯蔵品 3,737 2,773 

    前渡金 2,788 10,123 

    前払費用 57,326 72,885 

    その他 15,474 1,170 

    貸倒引当金 △147 △184 

    流動資産合計 1,736,889 1,739,726 

  固定資産   

    有形固定資産   

      建物   45,066    45,066 

      機械及び装置 7,581 7,581 

      工具、器具及び備品 22,189 24,368 

      土地   276,036   276,036 

   建設仮勘定 - 75,800 

      減価償却累計額 △36,385 △39,866 

      有形固定資産合計 314,488 388,985 

    無形固定資産   

      商標権 880 1,140 

   ソフトウェア 69,089 74,236 

   ソフトウェア仮勘定 - 347 

      無形固定資産合計 69,969 75,724 

    投資その他の資産   

      出資金 100 100 

   破産更生債権等 32,500 32,500 

      長期前払費用 908 368 

      繰延税金資産 75,510 75,510 

   敷金及び保証金 19,364 60,898 

      貸倒引当金 △32,500 △32,500 

      投資その他の資産合計 95,882 136,877 

    固定資産合計 480,340 601,587 

  資産合計 2,217,229 2,341,314 
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(単位：千円) 

  

 
前事業年度 

(2024年12月31日) 
当中間会計期間 
(2025年６月30日) 

負債の部   

  流動負債   

    買掛金 16,582 23,144 

    短期借入金  670,000  845,800 

    １年内返済予定の長期借入金       3,936   3,936 

    未払金 581,879 481,330 

    未払費用 23,727 44,544 

    未払法人税等 43,159 32,520 

    未払消費税等 135,166 103,752 

  返金負債 7 4 

    前受金 14,684 18,982 

    預り金 23,186 38,027 

    賞与引当金 146,997 282,406 

   その他 - 199 

    流動負債合計 1,659,326 1,874,649 

  固定負債   

    長期借入金       36,368   34,400 

    固定負債合計 36,368 34,400 

  負債合計 1,695,694 1,909,049 

純資産の部   

  株主資本   

    資本金 30,000 30,000 

    利益剰余金   

   利益準備金 7,500 7,500 

   その他利益剰余金   

    繰越利益剰余金 483,855 394,585 

   利益剰余金合計 491,355 402,085 

    株主資本合計 521,355 432,085 

新株予約権 180 180 

  純資産合計 521,535 432,265 

負債純資産合計 2,217,229 2,341,314 
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②【中間損益計算書】 
                                         (単位：千円) 

 
前中間会計期間 

(自 2024年１月１日 
 至 2024年６月30日) 

当中間会計期間 
(自 2025年１月１日 
至 2025年６月30日) 

  売上高  2,870,911 3,291,076 

  売上原価 2,320,719 2,693,384 

  売上総利益 550,192 597,692 

  販売費及び一般管理費 ※ 441,092 ※ 493,396 

  営業利益 109,099 104,295 

  営業外収益   

    受取利息 7 408 

受取配当金 3  3 

    受取家賃 1,057 933 

    助成金収入 2,792 4,148 

  ポイント還元収入 3,503 3,634 

その他 4 201 

    営業外収益合計 7,367 9,329 

  営業外費用   

    支払利息 1,283 4,605 

受取家賃原価 400 354 

    その他 164 352 

    営業外費用合計 1,847 5,311 

  経常利益 114,620 108,312 

  税引前中間純利益 114,620 108,312 

  法人税等  35,193  32,583 

  中間純利益 79,427 75,729 
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③【中間キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円) 

 
前中間会計期間  

(自  2024 年１月１日  
 至  2024 年６月 30 日)  

当中間会計期間  
(自  2025 年１月１日  

  至  2025 年６月 30 日)  

営業活動によるキャッシュ・フロー     

税引前中間純利益  114,620  108,312 

減価償却費  10,440  14,344 

貸倒引当金の増減額（△は減少）  △51  36 

賞与引当金の増減額（△は減少）  130,516  135,408 

受取利息及び配当金  △10  △411 

支払利息  1,283  4,605 

助成金収入  △2,792  △4,148 

売上債権の増減額（△は増加）  △54,590  △80,129 

契約資産の増減額（△は増加）  △4,528  △116,985 

棚卸資産の増減額（△は増加）  △1,172  963 

立替金の増減額（△は増加）  14,681  12,370 

買掛金の増減額（△は減少）  994  6,562 

未払金の増減額（△は減少）  △11,733  △100,549 

未払消費税等の増減額（△は減少）  △27,454  △31,414 

その他  △18,135  20,404 

    小計  152,067  △30,629 

利息及び配当金の受取額  10  411 

利息の支払額  △1,286  △5,041 

助成金の受取額  2,792  4,148 

法人税等の支払額  △8,766  △43,221 

営業活動によるキャッシュ・フロー  144,817  △74,332 

投資活動によるキャッシュ・フロー     

   定期預金の預入による支出  △5,001  △5,003 

   定期預金の払戻による収入  5,001  5,001 

有形固定資産の取得による支出  △5,650  △79,397 

無形固定資産の取得による支出  △20,094  △14,939 

敷金及び保証金の差入による支出 - △42,396 

その他  391  367 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △25,353  △136,368 

財務活動によるキャッシュ・フロー     

  短期借入金の純増減額（△は減少） - 175,800 

長期借入金の返済による支出  △1,968  △1,968 

配当金の支払額  △150,000  △165,000 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △151,968  8,832 

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)  △32,503  △201,869 

現金及び現金同等物の期首残高  757,454  930,245 

現金及び現金同等物の中間期末残高  ※ 724,950  ※ 728,376 
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【注記事項】 

（中間財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理） 

 （税金費用の計算） 

  税金費用については、当中間会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用

後の実効税率を合理的に見積り、税引前中間純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 

 
（中間損益計算書関係） 

※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

 
前中間会計期間 

（自 2024年１月１日 
至 2024年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 2025年１月１日 

至 2025年６月30日） 

役員報酬 62,401千円 56,185千円 

給料手当 142,900 165,556 

減価償却費 8,617 10,740 

支払報酬 34,094 46,115 

賞与引当金繰入額 47,398 47,896 

 

 （中間キャッシュ・フロー計算書関係） 

※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

 
前中間会計期間 

（自 2024年１月１日 
至 2024年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 2025年１月１日 

至 2025年６月30日） 

現金及び預金勘定 729,952千円 733,379千円 

預入期間が３ケ月を超える定期預金 △5,001 △5,003 

現金及び現金同等物 724,950 728,376 

 

（株主資本等関係） 

前中間会計期間（自 2024年１月１日 至 2024年６月 30日） 

１. 配当金支払額 

決議 株式の種類 配当金の総額 
（千円） 

１株当たり 
配当額（円） 基準日 効力発生日 

2024年３月29日 
定時株主総会 普通株式 150,000 50 2023年12月31日 2024年３月30日 

 （注）１株当たり配当額 50円は 20周年記念配当であります。 

 

２. 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となる 
もの 
該当事項はありません。 

 
   ３． 株主資本の著しい変動 
      該当事項はありません。 

 

当中間会計期間（自 2025年１月１日 至 2025年６月 30日） 

１. 配当金支払額 

決議 株式の種類 配当金の総額 
（千円） 

１株当たり 
配当額（円） 基準日 効力発生日 

2025年３月28日 
定時株主総会 普通株式 165,000 55 2024年12月31日 2025年３月31日 

 （注）１株当たり配当額のうち 20 円は上場記念配当であります。 

 

２. 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となる 
もの  

該当事項はありません。 
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   ３． 株主資本の著しい変動 
      該当事項はありません。 

 

（セグメント情報等） 

【セグメント情報】 

前中間会計期間（自 2024年１月１日 至 2024年６月 30日） 

 当社は、人材ソリューション事業を主要な事業としており、他の事業セグメントの重要性が乏しい 

ため、記載を省略しております。 

 

当中間会計期間（自 2025年１月１日 至 2025年６月 30日） 

 当社は、人材ソリューション事業を主要な事業としており、他の事業セグメントの重要性が乏しい 

ため、記載を省略しております。 

 

（収益認識関係） 

１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報 

顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、次のとおりであります。 
                                       （単位：千円） 
  

  

  

前中間会計期間 当中間会計期間 

(自 2024 年１月１日 (自 2025 年１月１日 

至 2024 年６月 30 日) 至 2025 年６月 30 日) 

IT スクール          

 個人向けサービス   10,131   10,606 

 法人向けサービス   124,570   102,215 

人材ソリューション        

 IT ソリューションサービス   2,598,275   2,931,429 

 人材紹介サービス   11,423   12,030 

コンテンツソリューション        

ゲーム企画・開発サービス   8,313   108,986 

セキュリティサービス   68,286   60,998 

ワンストップソリューションサービス   21,443   30,766 

メディアソリューションズ    25,538   29,163 

その他   2,928   4,879 

顧客との契約から生じる収益   2,870,911   3,291,076 

外部顧客への売上高   2,870,911   3,291,076 
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（１株当たり情報） 

１株当たり中間純利益及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後中間純利益及び算定上の基礎は、以下の

とおりであります。 

 
前中間会計期間 

（自 2024年１月１日 
至 2024年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 2025年１月１日 

至 2025年６月30日） 

（１）1株当たり中間純利益  26円48銭 25円24銭 

（算定上の基礎）   

中間純利益（千円） 79,427 75,729 

普通株主に帰属しない金額（千円）   － － 

普通株式に係る中間純利益金額（千円） 79,427 75,729 

期中平均株式数（株） 3,000,000 3,000,000 

   

（２）潜在株式調整後１株当たり中間純利益 － 22円32銭 

（算定上の基礎）   

中間純利益調整額 － － 

普通株式増加数（株） － 393,317 

（うち新株予約権（株）） （－） （393,317） 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で前事業

年度末から重要な変動があったものの概要 

     －             － 

（注）前中間会計期間の潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式は存在するものの、

当社株式は非上場であり、期中平均株価が把握できませんので記載しておりません。 
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（重要な後発事象） 

 （重要な設備投資） 

  2025年８月８日開催の取締役会において、以下の固定資産の取得に関し決議しております。 

 

(１)設備投資の目的 

     第２【企業の概況】２【事業の内容】に記載のとおり、2025年秋に開校を予定しているSAK  

University 東京イノベーションキャンパスの校舎として利用いたします。 

 

(２)設備投資の内容 

       ①所在地     東京都品川区東品川 

  ②取得資産の種類 建物（内装・造作）等 

       ③施工床面積   合計546.95㎡ 

       ④着工予定    2025年８月 

       ⑤完成予定    2025年９月 

  ⑥取得価額    117,802千円 

 

(３)取得資金 

当該設備投資については、自己資金による取得を予定しております。 

 

(４)当該設備が営業・生産活動等に及ぼす重要な影響 

2025年12月期の業績に重要な影響はありません。 

 

(２)その他 

   該当事項はありません。 
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第７【外国為替相場の推移】 

   該当事項はありません。 

 

第二部【特別情報】 

 

第１【外部専門家の同意】 

該当事項はありません。 
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独立監査人の中間財務諸表に対する期中レビュー報告書 

2025年９月17日 

株 式 会 社 エ ス ア イ イ ー  

取 締 役 会 御 中  

 

監査法人Ａ＆Ａパートナーズ 

 東京都中央区 

 
指 定 社 員  

業務執行社員 
公認会計士  木 間  久 幸 

   

 
指 定 社 員  

業務執行社員 
公認会計士  永 利  浩 史 

 
監査人の結論 
当監査法人は、株式会社東京証券取引所の特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例第128条第３項の規定に基

づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社エスアイイーの2025年１月１日から2025年12月31日までの第22期事業年度の

中間会計期間（2025年１月１日から2025年６月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算

書、中間キャッシュ・フロー計算書及び注記について期中レビューを行った。 

当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業

会計の基準に準拠して、株式会社エスアイイーの2025年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間

の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められな

かった。 
 

監査人の結論の根拠 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行った。期中

レビューの基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任」に記載されている。

当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫

理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。 

 

中間財務諸表に対する経営者及び監査役の責任 

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して中間財務諸表を作成し適正に表

示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し適正に表示するために経営

者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 

中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどう

かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要

がある場合には当該事項を開示する責任がある。 

監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 

 

中間財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任 

監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から中間財務諸表

に対する結論を表明することにある。 

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じて、職

業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 

・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レビュー手

続を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度

の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。 

・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認めら

れると判断した場合には、入手した証拠に基づき、中間財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認められる

企業会計の基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続

企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、期中レビュー報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を
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喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して限定付

結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、期中レビュー報告書日までに入手した証拠に基

づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。 

・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠していないと

信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並び

に中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価す

る。 

監査人は、監査役に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発見事項について報

告を行う。 

監査人は、監査役に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の

独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因

を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。 

 

利害関係 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

 

以 上 

 

 

(注)上記は、期中レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（発行者

情報提出会社）が別途保管しております。 

 

 


